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１．一般事業会社等に付番する固有名コードについて、利用可能な数字 4 けたコードの残

数減少に対応するため、株式銘柄コードの中に英文字を組み入れることとします。

２．株式銘柄コードへの英文字組入れは、コード利用者が対応可能な範囲において、すみ

やかに実施することとし、英文字組入れの開始時期は証券コード協議会が別途定めます。

３．英文字組入れの具体的な方法及び英文字組入れの開始時期については、ヒアリングや

パブリックコメントを通じて、コード利用者の意見を広く聴取したうえで決定します。

以上


